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 岡事指第１３８２号 

令和７年１月１６日 
 
 各指定事業者 様 

（市内全サービス） 
 
                      岡山市保健福祉局事業者指導課長 
  

指定障害児通所支援等の適正な運営について 
 
 このたび、市内の指定障害児通所支援事業者について、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号。以下「法」という。）第２１条の５の２４第１項第６号、第７号に該当する事

実が認められたため、当該事業者に係る指定の取り消しを行いました。 

こうした事案が発生したことについては、誠に遺憾であります。 

 各事業所・施設におかれましては、平素から適正な運営に御尽力いただいているところ

ですが、今回の事案発生を踏まえ、今後、このような不祥事が発生することのないよう、

改めて事業運営について再点検を行うとともに、法人役員及び事業所の管理者を含む全職

員に対して法令等の遵守について周知徹底を図り、適正な事業運営の確保に万全を期して

ください。 

 

記 
 
１ 処分の内容 

    指定の取り消し 

２ 処分の理由 

   不正請求（法第２１条の５の２４第１項第６号） 

虚偽の報告（法第２１条の５の２４第１項第７号） 

     

 

 

 

 

 

 

 

岡山市保健福祉局事業者指導課障害事業者係 

℡ ０８６－２１２－１０１５ 
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事業所名

サービス
種別

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】

 　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課　障害事業者係宛

 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０

　岡山市 　 　 区
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利用者事故等発生時の対応について 

 

１ 事故発生時の対応 

（１）事故等の態様に応じ、必要な措置を迅速に講ずること。 

（２）速やかに利用者の家族、岡山市、支給決定市町村等に連絡・報告を行うこと。 

（３）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。 

 

２ 事故後の対応及び再発防止への取組 

（１）賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行うこと。 

（２）事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講ずるとともに、全従業

者に周知徹底すること。 

 

３ 岡山市への報告 

（１）報告すべき事故の範囲 

報告すべき事故の範囲は、原則、以下のとおりとする。 

① サービス提供による利用者の事故等 

ア 事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サ

ービス提供時の事故により、医療機関に入院又は治療したもの及びそれと

同等の医療処置を行ったものを原則とする。（事業者側の責任や過失の有

無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第三者によるもの（例：自殺、

失踪、喧嘩）を含む。） 

イ サービス提供には、送迎等を含むものとする。 

② 利用者が行方不明になったとき（外部の協力により捜索活動が必要となる

場合） 

③ 食中毒、感染症（インフルエンザ、感染性胃腸炎、結核等）の集団発生 

（社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社

会福祉施設等主管部局に迅速に感染症又は食中毒が疑われる者の人数、症

状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求め

るなどの措置を講ずること。（平成 17 健発 0222002 号） 

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡

者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名

以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染

症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合） 

④ 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの 

⑤ 火災、震災、風水害等の災害によりサービスの提供に影響する重大な事故

等 
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⑥ その他施設・事業所の長が必要と認めるとき 

 （２）報告事項 

    岡山市への報告は、別紙様式を標準とする。ただし、別紙様式の内容が含

まれる任意の様式で報告することは差し支えない。 

なお、死亡事故の場合は診断書の写しを添付すること。 

（３）報告手順 

事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、岡山市、支給決定市町

村に報告する。 

また、食中毒や感染症の集団発生が疑われる場合には、速やかに管轄保健所

に連絡し、あわせて、岡山市、支給決定市町村に報告する。 

① 第一報 

死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、

その後速やかに報告書を提出する。 

② 途中経過及び最終報告 

事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故

処理が完了した時点で、最終報告書を提出する。 

 

４ 提出先 

岡山市保健福祉局事業者指導課 障害事業者係 

〒700-0913 岡山市北区大供 3-1-18（ＫＳＢ会館４階） 

 ＴＥＬ   086-212-1015 

ＦＡＸ   086-221-3010 

Ｅメール  syou-jigyou@city.okayama.lg.jp 

  ※支給決定市町村にも報告してください。支給決定市町村が岡山市の場合は，障害福祉課又は

保健管理課となります。 

 

※参考（事故発生時の対応について定めた基準条例等） 

 

（１）岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年

岡山市条例第８１号）第４１条第１項及び準用規定 

（２）岡山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条

例第８２号）第５８条第１項 

 （３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第２７号）第３６条第

１項及び準用規定 

 （４）岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第８

３号）第３２条第１項及び準用規定 

 （５）岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第９

４号）第１８条第１項 
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 （６）岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第９５号）第１

６条第１項 

 （７）岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第４５号）

第４５条第１項 

 （８）岡山市通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第７

９号）第５２条第１項及び準用規定 

（９）岡山市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条

例第８０号）第４８条第１項及び準用規定 
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（記入例） 

 

障害福祉サービス事業所 ・ 障害者支援施設 

相談支援事業所・地域活動支援センター・福祉ホーム 

障害児施設 ・ 障害児通所支援事業所 

 

 

 

利用者事故等報告書 

 

 

                                   

                         令和 ４年 ３月 １日   

 

  岡山市長  様 

 

                 （事業所・施設等の名称）      ○○就労支援センター 

                              （事業者・施設設置者等の職・氏名） （社福）○○ 理事長 △△ △△      

 

 下記のとおり事故等が発生しましたので報告します。 

記 

利用者氏名    事業所 花子   （ 男 ・ 女 ） 
生年 

月日 

昭和５０年 １月 １日 

      （満３８歳） 

住  所  岡山市北区大供三丁目１－１８ 

支給決定 

市 町 村 
 岡山市 

利用サー 

ビス名 
 就労継続支援Ｂ型 

事 故 等 

発生日時 
令和 ４年 ２月２７日（水曜日） 午前・午後  ２時３０分頃 

事 故 等 

発生場所 
訓練・作業室 

 

事故等の状況

及びその原因 

 

(状況)△△の作成作業中，他の利用者とふざけて押し合いを行い転倒。転倒の際に支

えた右手に腫れがあり，本人が痛みを訴えていた。 

(原因) 他の利用者とふざけて押し合いを行っていたことを放置していたこと，作業道

具が足元に落ちていたためつまづいたのが原因と思われる。 

事故等に対する

対応及び家族等

への説明内容と

それに対する反応 

(対応) 直ちに○○医院に連れて行き，診察を受けたところ，右手中指の骨折と打撲と

診断された。 

(家族等への説明内容と反応) すぐに管理者が母親に連絡し謝罪を行うとともに，けがの補償につい

て説明を行った。母親からは軽い怪我だったので，引き続き通える軽作業の実施をお

願いされた。 

再発防止策 
事故防止のため担当職員会議を行い，ふざけあい等に対しての注意を徹底するととも

に，利用者全員で反省会を開催し，利用者自身に再度の意識付けを行った。 

事業所の 

担 当 者 

（担当者名： 岡山 太郎（サービス管理責任者） ） 

（ＴＥＬ： 086-XXX-XXXX  ＦＡＸ： 086-XXX-XXXX  ） 

備  考  

 

指定権者(岡山市の事業所は岡山市)とともに，

支給決定市町村にも提出してください。 

また，欄の幅や高さは適宜調整してください。 

法人代表者名で提出してください。 

医療機関受診状況，けがの診断結果など対応内容を記入してください。 
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事  務   連  絡  

   

 

岡山市内障害福祉サービス等運営事業者 様 

 

岡山市保健福祉局高齢福祉部 

事業者指導課長 

 

 

事業者指導課来課時の注意事項について 

 

平素から、本市の福祉行政にご協力いただき、ありがとうございます。 

さて、障害福祉サービス等の各種申請・相談及びその他の用務で事業者指導課

にお越しいただく際は、下記の注意事項をご確認の上、ご来課くださいますよう、

よろしくお願いします。 

 

                  記 

 

① 各種申請・ご相談の際、担当者と個別の相談・協議等が必要な場合は、指定

申請時と同様、事前に担当者に連絡の上、来課日時を予約してください。 

※実地指導等で担当者が不在の場合、お越しいただいても、担当者以外の職員

では対応しかねることがあります。 

 

② 申請書類等は、受付時にその場で全てを確認できません。 

いったん申請書類等を受領した後、その内容を審査し、補正等をお願いする

場合には、後日、担当者から連絡いたします。 

 

③ ＫＳＢ会館には、当課への来客用駐車場はありません。 

車でお越しの場合は、必ず市役所の駐車場（市役所総合案内等で割引処理す

ることにより１時間無料）や近隣のコインパーキング等をご利用ください。 

 ※当課にご用の方が、ＫＳＢ会館構内や近隣の月極駐車場へ駐車した場合は、

全て迷惑駐車扱いとなりますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

〒700-0913 岡山市北区大供三丁目１－１８ 
 ＫＳＢ会館４階 

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 
障害事業者係 

Tel：086-212-1015 
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